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（ 開会 午前10時00分 ） 

 

◆開会 

●委員長（住田清美） 

ただいまより第11回総務常任委員会を開きます。本日の出席委員は全員であります。 

会議録署名は、委員会条例第30条の規定により委員長がこれを行います。 

当委員会に付託されました案件は、お手元に配付のとおりです。 

審査に入る前にお願いをいたします。委員のご発言は、まず挙手をし、委員長の指名を受けた

後、マイクを使い自己の名前を告げてください。質疑は一問一答制とし、要領よく簡潔に行われ

ますようお願いいたします。 

次に、理事者側の説明において、議案の朗読を省略することといたします。また、部長以外の

職員が説明及び答弁する場合は、委員長の指名を受けた後、課名と氏名を告げてから発言してく

ださい。また、会議規則第116条の規定により、「発言は、すべて簡明にするものとし、議題外に

わたり、又はその範囲を超えてはならない。」こととなっておりますので、付託された議案に沿

った質疑をお願いいたします。 

以上、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

◆１.付託案件審査 

 議案第86号 指定管理者の指定について（養護老人ホーム和光園） 

●委員長（住田清美） 

それでは、付託案件の審査を行います。 

議案第86号、指定管理者の指定について（養護老人ホーム和光園）を議題といたします。説明

を求めます。 

（「委員長」と呼ぶ声あり）  ※以下、この「委員長」と呼ぶ声の表記は省略する。 

●委員長（住田清美） 

野村市民福祉部長。      ※以下、この委員長の発言者指名の表記は省略する。 

□市民福祉部長（野村賢一） 

それでは、議案第86号について説明いたします。 

施設の名称は、養護老人ホーム和光園。 

指定管理者となる団体の名称は、社会福祉法人吉城福祉会。 

指定の期間は令和７年４月１日から令和12年３月31日までの５年間です。 

資料のほうの１ページをご覧ください。指定管理者の募集方法は非公募とさせていただきまし

た。理由は、これまでの実績から最も効率的かつ効果的な運営が期待できる団体であること。ま

た、運営者が変わることで、利用者の不安や混乱を招く恐れがあるためです。 

同じく資料３ページをお願いします。社会福祉法人吉城福祉会の主たる事業に、第一種社会福

祉事業、養護老人ホームの経営とあります。養護老人ホームの経営は国あるいは地方公共団体、

社会福祉法人しかできませんので、社会福祉法人である吉城福祉会は養護老人ホームの経営がで

きるということであります。 
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次に、５ページの表７－２をご覧ください。提案内容になります。２の欄をご覧ください。①

のａ、年度別の計画人数ですが、養護老人ホームは市の措置により入所させる施設ですので、誰

でも入れる施設ではありませんが、計画では50床満床の人数となっております。ちなみに、現在

の入所者数は41人となっており、対策を検討しておるところであります。①のｂでは、入所者の

安心・安全を念頭に置き、基準以上の人員配置を行い、できる限りの処遇に努め、夜勤体制をし

き、夜間も入所者に安心して生活してもらえるように支援するということで、十分な人員配置を

計画されております。８ページに職員配置計画、９ページにローテーション表がありますので、

ご参照いただきたいと思います。 

５ページお戻りいただきまして、下のほうですけども、②のｃでは、高齢者や身体障害者への

配慮ということで、介護用ベッドや車椅子、エアマット、ポータブルトイレなどの導入も提案さ

れておりますが、これらは必要に応じ、既に導入をしておられます。 

10ページをお願いします。運営費ですけども、市が支払います措置費で賄われますので指定管

理料はゼロ円です。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（住田清美） 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（籠山恵美子） 

今、最後に説明していただいた収支報告からいきます。指定管理料なしということで、ただ措

置費があるということでやれているということはよく理解できます。ただ、収支の決算状況から

いくと、かなりかつかつな運営ですよね。そうしますと、例えば総務省なんかもその都度いろい

ろ出している福祉関係のこういう施設費のやり方、指定管理制度をどういうふうに活用するかと

いうのなんかの通知を見てみると、例えば令和６年度の一番新しい４月の通知なんかを見ても、

柔軟に指定管理料も考えなさいと。それから、こういう物価高騰、あるいはエネルギー高騰です

ね、資材高騰の時期ですと、そういうものも勘案した経営を考えなさいと。そのために国が交付

金でくれて、それを分配される場合もありますけど、結局措置費等そういう国から来る臨時的な

もので運営をしていくということは、決算のこの推移を見ても余力がないというか、体力がどん

どん落ちてくるのではないかなと。 

そうすると、例えばこんなふうなことをソフト面でもハード面でももっと改善したいというと

きに、どうするのかということですよね。そもそももうけが発生しないので、福祉施設は指定管

理料はゼロ円だということがそもそもの原則的に昔からやっていますけど、今、総務省はそうい

うことを言っていないわけですから、これから高齢者が増えてくる時代にあって、市としてはも

うちょっと何か考えなければいけないのではないかな、もうちょっと体力を温存するには何かの

財源出動が必要ではないかなと思うんですけれども、その辺りは考慮はされていないんですか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□地域包括ケア課長（佐藤博文） 

委員おっしゃるとおりで、今、特に養護老人ホーム和光園の収支に関しては非常に厳しいとこ

ろがございます。令和６年９月の補正におきまして、国の示される介護の報酬のほうの処遇改善
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につきましては全て満額反映させていただいておりますし、物価高騰支援の介護のほうの処遇に

関しましても、この養護老人ホーム和光園の措置費のほうで令和６年９月の報酬の改定、それ以

前にも全て対応しておるんですけど、そういったことも一応措置費に反映されるように改正をさ

せていただいております。 

今、養護老人ホーム和光園で非常に問題になっているのは入所者の数でございます。先ほど部

長が説明申し上げたとおり、今41名ということです。それで、大体収支のラインとしまして46人

前後で何とか黒字の経営ラインでございまして、この入所者というものが非常に問題に今なって

おります。ただし、養護老人ホーム和光園に入られる方というのは非課税世帯の方で、金銭的に

も結構苦しい方で、市のほうで措置が必要な方ということで、入所判定委員会のほうである程度

審査して決定した方というような形になりますので、次から次とこの入所者を増やすために、養

護老人ホーム和光園のほうに入っていただくということもなかなか難しいというところでござ

います。 

今、経営をしている社会福祉法人吉城福祉会とどのようなことを協議しているかというと、要

は契約入所というもう１つの手段があるのではないかということを考えております。入所者50人

定員の20％まででしたら、そういった契約による直接入所ということが、もちろん空き部屋があ

った前提でございますけども、措置でそういった優先的に入る方が今のところいないということ

が条件でございますけど、そういった契約入所で直接入所ということも法律的には可能というと

ころを確認しておりますので、今後そういったことで、何とか経営をある程度黒字のラインに持

っていくようなことも、指定管理者の社会福祉法人吉城福祉会とともに協議しながら進めていか

なければならないかなということを思っているところです。 

○委員（籠山恵美子） 

契約入所というのは、つまりここは措置費でやられるあれですから、利用者の例えば年金の60

何％ぐらいでやると、年金が低ければ低いほど収入の入りも少ないわけですよね。そういうのと

関係なく、入りたいという方があれば、年金含めその方の所得の上限過多関係なく契約ができる

ということなんですか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□地域包括ケア課長（佐藤博文） 

委員おっしゃるとおり、今まで税金が課税、ある程度所得があるため養護老人ホーム和光園が

難しくてほかの施設を当たらなければならないとか、そういった、地域包括支援センターでもい

ろいろ苦慮する場面があります。契約入所ですと、そういった境界層の方でも前向きに入所のほ

うをいろいろ検討できるというメリットがございますので、そういったところを今後考慮しなが

ら進めていきたいというふうに思っております。 

○委員（籠山恵美子） 

そもそも、これだけの独居の高齢者も多い飛騨市で、なかなか空きがあるということが考えに

くいんですよね。今までの対象者のレベルの方でも、必要とされる方がどこかに埋もれているの

ではないかなと心配もしてしまうのですが、そういう方たちの掘り起こしというか、民生委員の

協力も必要でしょうけれども、そういうものはどういう形でフォローアップしているものなんで
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すか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□地域包括ケア課長補佐兼地域包括支援センター係長（井谷直裕） 

高齢者の各独居老人の家には、それぞれ訪問で定期的に回っておりますし、そういう掘り起こ

しはもちろん各家々を回りながら行っております。また、各相談窓口等も設置しておりまして、

そちらのほうの周知も十分にしているかなというふうに思っています。その中で、実は課税をさ

れているけれどもサービス付き高齢者向け住宅にも入れない。施設に入るには高過ぎて入れない

けれども、実はちょっと課税されているという方が大勢いらっしゃって、その方が独居で暮らし

ていかなければいけない。なかなかそこの方を救うには難しいというところがありまして、毎年

その方たちをどう施設と救うのかというところが課題になっております。今もし、養護老人ホー

ム和光園のほうで空いているところがあるのであれば、そちらのほうを十分活用しながら、その

方たちを救っていきたいというふうにこちらとしては思っているものですから、またそこら辺は

十分指定管理者とも話をしながら進めていきたいというふうに思っております。 

●委員長（住田清美） 

ほかにありませんか。 

○委員（澤史朗） 

今の少し関連ですけれども、現状で41人しか入所していらっしゃらないというふうで、そうす

ると、この収支計画書を見る限り、満床の50人で計算をしてあるわけですけれども、現状でそれ

足りてないということなんですが、社会福祉法人吉城福祉会はほかの事業もしていらっしゃるの

で、本体の事業のほうから多分足りない部分の補填を現状ではされているのかと思いますけれど

も、ただし、この後もまた出てきますけどもデイサービスを縮小したりということで、全体の収

入として現状より減ってくることが予想されるんですけれども、その辺は先ほど籠山委員もおっ

しゃいましたけれども、全く法人にお任せするという形のスタンスでいらっしゃるんでしょうか

ね。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□地域包括ケア課長（佐藤博文） 

澤委員おっしゃるとおり、そういった法人の経営そのものが、今後資金を含めて枯渇していく

という問題がありますので、そこを社会福祉連携推進法人共創福祉ひだのほうの事業で経営支援

という業務があります。そこで、今現在コンサルタント会社がそこにメスを入れて、まずデイサ

ービスのほうの経営の建て直しからなんですけども、法人全体の本部機能とか、こういった各事

業の見直しということも併せて改善計画を立てておりますので、今後こういったこと、赤字のと

ころをどうやって立て直すか、人員配置をどのように持っていくかというところも含めて、今そ

ういったメスが入っているというところでご承知おきいただきたいと思います。 

○委員（澤史朗） 

その部分は分かりました。先ほど人員体制も夜間もしっかりとした人員配置をしてということ

がありましたけれども、この資料の中のローテーションを見ると、私の見方がまだ十分ではない
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のかもしれませんけれども、日中はいいんですけれども、夕方から夜勤に移る間の人数が少し少

ないような感じで見られるんですけれども、この支援員という方が少ない時間体でも最低何人要

るのか、そういったことも多分条件になってくるのかなと思うんですけれども、何人必要という

考え方なんでしょうか。 

●委員長（住田清美） 

いいですか、特に夕方から夜間の支援員の関係ですが。（澤委員「夕方18時半から21時の間と

いうのが。」と呼ぶ） 

□地域包括ケア課長補佐兼地域包括支援センター係長（井谷直裕） 

条例上夜何人いなければいけないという決まりはありませんが、基本的に各階ごとに、入所者

がいらっしゃるものですから、その方たちの安全確保という面で必要人数を置いているというと

ころは話は聞いております。その中で、なぜ、澤委員が先ほど言われた41人になったかというと

ころをお話しさせていただきますと、実は介護度の重い方も特別養護老人ホームとかに申し込み

はするんですが、施設があるということで順位が後送りになっていたという部分がありまして、

それをやはり養護老人ホーム和光園の活動自体は本当は歩けて、ご飯を食べれたり、生活ができ

る方という形でしたので、その方の元の養護老人ホーム和光園の動きに戻すために、地域包括ケ

ア課としては、各施設を回らせていただいて何とか入所の順位を上げてくださいという話で行き

ました。その結果、介護度の重い方がどんどん入られていったという形になっていまして、なの

で、夜間に関しては基本的には１人、２人体制でいけるという形で今現状は見ております。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はありませんか。 

○委員（籠山恵美子） 

今の続きですけど、もともとあそこは養護老人ホーム、今おっしゃるようなところです。とこ

ろが、養護老人ホームの対象者は４階に僅か数人ですよね。後、下はもうほとんど特別養護老人

ホームの対象の方ですね。そうすると、基本的に看板はずーっと養護老人ホームですけれども、

中身はほとんど特別養護老人ホームという感じになりますと、そこに配置される人件費、それか

らスタッフの定数みたいなものというのは、どうなっているんですか。あくまでも養護老人ホー

ムの措置費としての係数というものは、養護老人ホーム和光園の人数ですか。あるいは、支援員

はその分もうちょっと上乗せして、特別養護老人ホームに見合う体制のための措置費というもの

は保障されているんですか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□地域包括ケア課長（佐藤博文） 

今現在でも、介護の重い方というのが養護老人ホーム和光園のほうに、要介護３以上の方が５

名ほど入っているような状況でございます。今年４月に、そういった介護の重い方、介護にある

程度人員を割かれるような方が多く入っていると、スタッフもなかなか大変だということを受け

まして、市のほうでも養護老人ホーム和光園の入所判定委員会の中で介護度が重い方につきまし

ては、普通の特別養護老人ホームのほうに入所の申し込みをしていただくよう、この方は、養護

老人ホーム和光園で見るにはちょっと重過ぎる方だというような形で、ある程度そこへの判定を
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いたしまして各特別養護老人ホームのほうに、市のほうからも各特別養護老人ホームの入所判定

委員会の中で、こういった方は普通の在宅と同じ方のように判定してほしいと、養護老人ホーム

和光園に入っているから、今は優先度が低いからまだいいだろうというような判定をしないでほ

しいというような方で、何名か特別養護老人ホームのほうに入所された方がそれでいらっしゃい

まして、なるべく養護老人ホーム和光園のほうのスタッフに従来の養護老人ホームの機能という

ところを生かした、自分のスキルを生かした対応ができるような形で、市のほうとしても養護老

人ホーム和光園とそういった協議をしながら進めていっております。 

○委員（籠山恵美子） 

そこですけれども、結局養護老人ホームに入って、一人暮らしの方でも体がもう弱っていて、

入ってそこで施設入所ができれば、もうちょっと快適な市民生活ができるのになと思う方も結構

見受けられるので、だけどなかなか入れないというのは、特別養護老人ホームの方が１階２階辺

りが満床でいっぱい入ってしまっているからですよね。そうすると、あそこの養護老人ホームと

しての機能をもうちょっと充実させるとしても、なかなか入る隙間が、４階も今少ないですから

もうちょっと入るかもしれませんけど、そういうふうに年金の少ない方でも安心して入れるのが

養護老人ホーム和光園ですから、そういう対象者をもっと掘り起こして、そこに安心して入って

もらうというような施設の形に早く持っていってもらいたいと思うんですけど、それはいつ頃そ

ういうめどが立つんですか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□地域包括ケア課長（佐藤博文） 

ある程度重度の方でも、しょっちゅう入居する場所をころころと変えるというわけにはいきま

せんので、その方の生き方といいますか、在り方というところで、養護老人ホーム和光園のほう

がある程度落ち着いて普段の生活ができるんだというところもありますし、全部特別養護老人ホ

ームのほうに移行させてしまえばそれでいいという問題でもないものですから、そこら辺を慎重

にやらなければいけないというところがあります。委員おっしゃるとおり、介護で手間のかかる

方というのは、特別養護老人ホームのほうはいろいろそういった介護の面である程度見ていただ

けるところは当然ありますので、今後もそういったところを進めながら、在宅で生活で困ってい

らっしゃる方で、そういった掘り起こしも地域包括支援センター含め、そういったところを進め

ながら入居のほうを進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

討論なしと認め、討論を終結し、これより採決をいたします。本案は原案のとおり可決すべき
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ものとして報告することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決

定いたしました。 

 

◆議案第87号 飛騨市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について 

から 

議案第89号 飛騨市河合町福祉センター条例の一部を改正する条例について 

●委員長（住田清美） 

次に、議案第87号、飛騨市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例についてから、議

案第89号、飛騨市河合町福祉センター条例の一部を改正する条例についてまでの３案件を、会議

規則第96条の規定により一括して議題といたします。説明を求めます。 

□市民福祉部長（野村賢一） 

議案第87号から議案第89号の３案件につきましては、いずれも飛騨市内の公設デイサービスセ

ンターに関連する議案ですので、一括して説明いたします。 

まず、議案第87号から説明いたします。付属資料４ページの要旨をご覧ください。 

提案理由は、ハートピア古川内にあります飛騨市古川町デイサービスセンターが、民設民営に

移行すること及び宮川町デイサービスセンターと河合町デイサービスデイサービスセンターの

統合に伴う改正です。 

改正の趣旨です。２つございまして、１つ目です。飛騨市古川町デイサービスセンターは長年

社会福祉法人吉城福祉会に指定管理者として運営を行っていただいておりましたが、古川町高野

地内、消防署の裏手のほうになりますけども、デイサービス事業を廃止された事業者より、同法

人が施設を買い受けまして、令和７年４月から民設民営のデイサービスセンターとして運営する

ことになりました。したがって、ハートピア古川内のデイサービスセンターを廃止するため、公

の施設の対象から外すものです。２つ目です。宮川町デイサービスセンターも同じく社会福祉法

人吉城福祉会に指定管理者として長年運営を行っていただいておりましたが、定員15人に対し、

１日の平均利用者数は令和元年度には11.4人でしたが、令和５年度では6.9人まで減っておりま

す。一方、河合町デイサービスデイサービスセンターも定員18人に対し、令和元年度には１日平

均13.2人ありましたが、令和５年度には9.1人に減っております。このような状況から、今後もサ

ービスを続けていくためには、スタッフの配置をはじめとして経営の見直しをしなければならな

いということで、宮川町デイサービスデイサービスセンターと河合町デイサービスセンターを統

合し、飛騨市宮川・河合デイサービスセンターと名称を改め、引き続き公の施設として運営する

ものです。 

市民への影響ですが、利用者に対しては説明を行い、今後の方針について理解を得られており

ますし、住民説明会も開催しましたが、特に反対の意見はございませんでした。 

施行日は令和７年４月１日です。 

河合町のデイサービスセンターを選んだ理由ですが、一般質問でも一部お話しましたけども、
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浴室を含めデイルームが広いこと、また、送迎において宮川町は国道365号沿いにほぼ一方向です

が、河合町は天生地区から稲越、古川町五ヶ村地区までと、サービスのエリアが広範囲で時間が

かかるため、河合町のデイサービスセンターで実施することとしました。 

なお、廃止後の古川町デイサービスセンターは改修して、手狭となった市民福祉部の事務所と

して使用。宮川町デイサービスセンターは保健センターの一部として残りますが、通いの場など、

地域のニーズに応じて有効活用させていただく予定です。 

次に、議案第88号及び議案第89号についてですが、提案理由や概要がただいまの議案の説明と

重複しますので、要点のみ説明します。 

議案第88号は、飛騨市古川町総合保健福祉センター条例から、飛騨市古川町デイサービスセン

ターを削るものです。 

議案第89号は、飛騨市河合町デイサービスセンターの名称を飛騨市宮川・河合デイサービスセ

ンターに変更するものです。 

両議案とも、施行日は令和７年４月１日です。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（住田清美） 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（澤史朗） 

確認ですけれども、今まで公の施設として古川町のデイサービスセンターを運営していたんで

すけれども、それが民設民営ということになりますが、そうすると、公のデイサービスセンター

としては、飛騨市内では宮川・河合デイサービスセンターのみということになるんでしょうか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□地域包括ケア課長（佐藤博文） 

委員おっしゃるとおり、公の施設は宮川・河合デイサービスセンターのみになります。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はありませんか。 

○委員（籠山恵美子） 

民設民営、完全民営化になってしまうわけですけれども、サービスの質とか、利用されている

方々の要望みたいなものは、ちゃんと民間の事業者に引き継がれていくものなのでしょうか。協

定書とか、そういうお約束事みたいなものは文書にして取り交わしているんですか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□地域包括ケア課長（佐藤博文） 

古川町デイサービスにつきましては、今現在、社会福祉法人吉城福祉会に指定管理の形でお願

いしているわけなんですけど、引き続き社会福祉法人吉城福祉会のほうで民設民営というような

形で運営していただきますので、お願いします。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はございませんか。 
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○委員（澤史朗） 

古川町デイサービスセンターが、高野地区への移転に伴って、先ほど少し説明がありましたけ

れども、現在のハートピア古川内のデイサービスセンターの後ですけれども、市民福祉部が今手

狭になっているところを事務所として活用するということですけど、もう少し詳しく。ただ、あ

そこの部分が一部、いわゆるデスクが向こうのほうへ移動するだけなのか、現在のデイサービス

センターの中がどのぐらいの面積があるか中に入ってみたことはないんですけれども、想像する

に２階の多目的ルーム、その下が大体デイサービスセンターの面積かと思われますけれども、か

なり広いかなという感じを受けますが、中身的に大体こんなふうになるんだということが分かれ

ば、詳しく説明願えますか。 

●委員長（住田清美） 

はい答弁どうぞ。 

□地域包括ケア課長（佐藤博文） 

委員おっしゃるとおり、今のデイサービスの部分が市民福祉部の所管になるわけなんですけど

も、主に、今、内部でも相談者の方のプライベートをある程度配慮した相談室というものが非常

に不足しているというような状況もございますので幾つか準備したいというものと、ユニバーサ

ルトイレのほうも、そういった方の配慮をしたトイレをあそこで拡充したい。それと、今、あそ

こに非常に多くの職員がおるものですから、ある程度広く、倉庫とか、そういった機能も充実し

たものという形であそこのスペースを考えているところでございます。 

○委員（籠山恵美子） 

ユニバーサルトイレは前に委員長から切望しておりまして、「ユニバーサルトイレとは何。」

と聞くぐらい無知だったんですけれども、大事なことだなというのを教えていただきましたので、

ぜひ設置していただきたいと思います。本当にハートピア古川が手狭だというのは伺っても分か

りますし、本当にプライバシーをきちんと大事に確保しなければならない職場がとても狭くて、

カウンターで何かしゃべっても、すぐそこに関係のない職員がいたらとてもしゃべりづらいとい

う感じがありましたから、もっと一番大事な空間を持っていいはずの部署だなとずっと思ってい

ましたので、ただ、これから案内するときに、ちゃんと分かりやすい案内をお願いしたいと思い

ますけれども、新しいエリアにどの課が行くとか、そういうのはまだ決まっていないんですか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□地域包括ケア課長（佐藤博文） 

移転する課はある程度決まっておりまして、地域包括ケア課包括支援センターが新しいスペー

スのほうに移動することを考えております。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はございませんか。 

○委員（水上雅廣） 

質問は一般質問でやりましたからいいんですけども、さっき宮川町デイサービスセンターの後、

通いの場など地域のニーズによって活用していきたいというお話でしたけど、具体的にどんなふ

うなイメージで、どういうふうに地域ニーズというのは捉えていこうとされているのか教えてく
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ださい。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□市民福祉部長（野村賢一） 

通いの場とか、本当に具体的な計画というものはまだ今のところ決まっていないんですけども、

サロン的なことをやったり、あるいは診療所に通う方の待ち時間の利用とか、そんなようなこと

を今のところ考えております。宮川町には、近くに宮川振興事務所も宮川公民館もございますし、

施設がいっぱいあるので、どんな使い方をするかというと何か特色のあることを考えたいなとは

思っておりますけども、まだ具体的な利用方法についてはこれから検討ということになります。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はよろしいでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論は議案番号を述べて行ってください。討論はありますか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

討論なしと認め、討論を終結し、これより採決をいたします。採決は個別に行います。 

最初に、議案第87号について採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものとして報告

することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決

定いたしました。 

次に、議案第88号について採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものとして報告す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決定

いたしました。 

次に、議案第89号について採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものとして報告す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決

定いたしました。 
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◆議案第90号 飛騨市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

●委員長（住田清美） 

次に、議案第90号、飛騨市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。説明を求めます。 

□市民福祉部長（野村賢一） 

それでは、議案第90号について説明いたします。付属資料５ページの要旨をご覧ください。 

提案理由は、助成対象者明確化のための改正です。 

改正の趣旨及び内容ですが、「乳幼児等」と定義する助成対象者を、令和２年度から高校生年

代まで拡充したことにより、定義の文言との違和感が生じていることから、市民にとってより分

かりやすい「こども」という定義に改めるものでございます。 

市民への影響はありませんが、参考までに、福祉医療費受給者数は令和６年９月１日現在で

2,474人です。 

施行日は令和７年４月１日です。 

簡単ですが、以上で説明を終わります。 

●委員長（住田清美） 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（高原邦子） 

「こども」というのは、上位法もみんなそういうふうに変わってきたということですか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□市民保健課長補佐兼保険年金係長（板屋和幸） 

平仮名の「こども」というものを使わせていただいた理由につきまして、説明のほうをさせて

いただきます。こども家庭庁のほうから発出された文書の中で、法令に根拠がある言葉を用いる

場合など、特別な場合を除いては、平仮名の「こども」を使うことを推奨しているというものが

ございます。今回まさに委員もおっしゃられましたように、上位法があるわけではございません

し、法令に根拠がなく飛騨市独自の定義に係るものでございますので、こちらのほうの推奨とさ

れている平仮名の「こども」を使わせていただいたところになります。 

○委員（高原邦子） 

私はどちらかというと「乳幼児」のほうが合っているなという気がするのは、これは高校生ま

でも対象となるわけですよね。今、高校生の中には成人になっている方もいたりするので、ほか

に言葉がないのかなというふうに思いながら見たんですけど、一応これはこども家庭庁のほうか

ら言ってきているということで、別に上位法で法律でどうのということではないというふうに理

解して、飛騨市は漢字の「子供」を使わず、平仮名で「こども」というふうにしていくと。「こ

ども」というのは、これからいろいろな条例とか、こういうものを使わなければならないケース

では、飛騨市はみんな漢字は使わず、これでいくというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 
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□市民保健課長補佐兼保険年金係長（板屋和幸） 

総務課の行政係のほうと、そういった形のことを語らせていただいたんですけども、現状飛騨

市統一のルールはなかったというところがございまして、今回私ども、福祉医療の条例の中では

平仮名の「こども」を使わせていただきました。今委員のほうからこういった問いがあったとい

うことで、総務課の行政係のほうと情報を共有していきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はございませんか。 

○委員（前川文博） 

今の「こども」のことなんですけれども、多分年齢の定義とかもある程度ないと、ほかのとこ

ろで別で「こども」と名前を使って出てきたときに何歳とかいろいろ出てくるんですが、これは

市のほうで何歳までというような思いがどこかに持っていらっしゃるんですか。この「こども」

の範囲はどうなんでしょうか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□市民保健課長補佐兼保険年金係長（板屋和幸） 

私ども市民保健課の立場で物を申し上げることではございませんので、ご容赦いただければと

思います。 

○委員（前川文博） 

今この話の間に調べたんですけど、草津市で数年前に、「（仮称）草津市こども計画の名称に

ついて（案）」というのがあって、「こども」の範囲で、こども大綱では「こども」はおおむね

30歳未満とされているなんてことも今出てきたんです。いろいろなところで「こども」と表記を

したときに、じゃあ年代というのはどこまで入れるのか、例えば今後、この平仮名の「こども」

表記でいろいろやっていったときに、いろいろな部分で今まで「乳幼児期」とか、いろいろある

と思うんですよね。「児童」とか言ったり、「青少年」とか、「学齢児童」とか「学齢生徒」と

かいろいろあるんです。これを「こども」ということで一くくりでいった場合に、どこまでを「こ

ども」と見るのか。そこは今重要になってくるのではないかなと。高校生の年齢まで入れるのは

いいんですが、そこがベースにないとどうかなと思うんです。いかがでしょうか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

こども家庭庁ができるときに、国の子供施策の大本として「こども基本法」というものを定め

ていますね。こども基本法の中では、発達過程にあるといいますか、そういう方を「こども」と

して定義するというふうに、たしかなっていたのではないかと思います。ただ、私もこども家庭

庁の部会の委員をやったときにその話の説明があったんですが、おおむね18歳から二十歳くらい

までというイメージで議論されていると思いますし、明確に飛騨市として何をどう「こども」と

して定義するかというのは、あまり議論することはないのかなと思っていて、このこども基本法

の考え方をベースにしながらやっていくということになると思います。ただ、今みたいに乳幼児
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で明らかに違和感があるようなもの、そういったものがあれば、それに合わせて表記を直してい

きたいなと思いますけど、あえて問われればこども基本法の考え方だということになろうかとい

うふうに思います。 

●委員長（住田清美） 

委員長のほうから１つ、今の条例改正の中で、条例の中で第２条に定義というところがありま

して、この条例において「こども」というのは、次の号に該当する者以外とかということが書い

てありますので、一応条例の中で「こども」という定義はあるということだけ申し上げておきま

す。 

○委員（籠山恵美子） 

私の知る限りの知識では、18歳まで子供というのは国際的な流れで、国際連合で推奨している

んですよね。だから、ほとんどヨーロッパ、世界中の国の定義では18歳までが子供だという定義

ですから、それに合わせてか、こども家庭庁なんかもグローバル化と言われているんですから、

国際的に合わせて18歳までを「こども」というふうに定義したんだと思いますが、これでよろし

いでしょうか。 

△市長（都竹淳也） 

今、こども基本法を見てみると、おっしゃるように冒頭に「日本国憲法及び児童の権利に関す

る条約の精神にのっとり」ということが明記してありますので、委員おっしゃるような流れでこ

ども基本法が議論されたんだと思います。こども基本法は第２条で、「この法律において「こど

も」とは、心身の発達の過程にある者をいう。」と明記しておりますので、年齢をどこで決める

かというよりもそういうことになろうかと思いますし、現実にそういうことがあるものですから、

例えば医療的ケア児支援法はこども家庭庁が所管していますけども、あれはつまり18歳以上の人

への移行というところも視野に入れて、ある程度境界期も見ていくというような考え方になって

いますから、恐らくいろいろな国の施策の体系がそういう考え方だろうと思いますし、別に国が

決めたから市が倣うということではないにせよ、今みたいに条約も基づく、あるいは憲法の精神

に基づく法律として定められているものについては、援用しながら、市の施策も考えていけばい

いのではないかなというふうには考えております。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

それでは質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

討論なしと認め、討論を終結し、これより採決をいたします。本案は原案のとおり可決すべき

ものとして報告することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決

定いたしました。 

 

◆休憩 

●委員長（住田清美） 

ここで職員入れ替えのため、暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前10時46分  再開 午前10時47分 ） 

 

◆再開 

●委員長（住田清美） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第91号 指定管理者の指定について（飛騨市ロスト・ライン・パーク） 

●委員長（住田清美） 

議案第91号、指定管理者の指定について（飛騨市ロスト・ライン・パーク）を議題といたしま

す。説明を求めます。 

□神岡振興事務所長（洞口廣之） 

それでは、議案第91号についてご説明申し上げます。 

施設の名称は、飛騨市ロスト・ライン・パーク。 

指定管理者となる団体の名称は、特定非営利活動法人神岡・町づくりネットワーク。 

指定の期間につきましては、令和７年４月１日から令和12年３月31日までの５年間です。 

次に、別紙資料にて説明させていただきます。資料の１ページをお開きください。表の下段で

ございます。募集の方法は非公募。指定管理料につきましては、指定期間を通じましてゼロ円で

ございます。 

それでは、候補者からの申請内容についてご説明いたします。資料の18ページをお開きくださ

い。こちらの法人等概要書にございますように、候補者につきましては、神岡町の自然や文化、

歴史資源等の次世代への継承、交流人口の増加を目的に平成14年に設立された団体で、これまで

も当該施設の指定管理者として施設管理を行うとともに、当該施設を活用した体験型観光である

レールマウンテンバイク事業を自主事業として実施しておられます。 

先般12月１日に終えられました今期の営業期間における最終的な利用者数は７万9,473人で、

前期との比較で6.7％の増、過去最高の入り込みであったとの報告をいただいております。 

施設管理に係る方針、提案でございますが、資料の14ページ、15ページになります。主なもの

といたしましては、鉄道沿線や周辺地域の草刈り、景観木の植栽など環境保全を行うこと。駅舎

をバスの待合所、あるいは観光案内所として広く開放し、利用促進を図ること。旧神岡鉄道や神

岡鉱山で使われてきた産業遺産の展示紹介や市内飲食店等のクーポン券発行等により、観光客を

町中へ誘導することなどを提案されています。また、引き続き自主事業として実施されるレール
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マウンテンバイク事業では、さらに宮川鉄橋までの区間の利活用を目指すとされております。 

次に、人員配置計画についてですが、16ページにございますとおり、施設管理や経理事務の責

任者には十分な経験年数を有する者を配置し、安定的な運営を図る体制を構築されておられます。 

17ページをご覧ください。指定期間内における収支計画書の総括表でございますが、先ほども

申し上げましたとおり、指定管理料につきましては全期間を通じてゼロ円となっておりまして、

全ての経費は候補者が自主事業として運営しているレールマウンテン事業の収入にて賄うもの

とされています。経費面では、人件費について常勤職員、非常勤職員ともに毎年３％程度の上昇

を見込み、その他の経費につきましても隔年で３％の上昇を見込んでおられ、無理のない収支計

画であると評価しているところでございます。 

簡単でございますが、以上で説明を終わります。 

●委員長（住田清美） 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（澤史朗） 

今ほどの説明の中で、提案書の中で自主事業としてやられているレールマウンテンバイク、今

後はさらに宮川鉄橋までの区間の運行等での利活用を目指すと、今説明の中でもありましたけれ

ども、１つ確認ですけれども、今の実際にレールマウンテンバイクをされているところは行政財

産になっているかと思うんですけども、全線行政財産となっているんでしょうか。 

□神岡振興事務所長（洞口廣之） 

指定管理となっている区間につきましては、旧奥飛騨温泉口から旧漆山駅までの10.5キロメー

トルでございまして、全線は行政財産として条例に記載をしておりません。 

○委員（澤史朗） 

そうすると、漆山駅から猪谷駅というかその手前までですけれども、そこまでは現在普通財産

ということで、もし今後こういったことで提案があるということなんですけども、そういった場

合に、普通財産ですと、このＮＰＯ法人が自分たちでそれを借りたりして点検、補修をしていく

ことになると思いますけれども、そういった場合に、それをまた行政財産に移し替えて市のほう

でそこの点検、整備等をするというようなこと、その辺の提案を受けての市の回答というのはど

のようになっているんでしょうか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□神岡振興事務所長（洞口廣之） 

今、まだ具体な提案を受けておるわけではございません。ただ、このロスト・ライン・パーク

条例を策定しました平成28年の12月、この折に、公の施設として位置づけることで管理区分がは

っきりとして、行政と指定管理者が協議を重ねていく体制が構築できるといったことが、この条

例を制定した目的でもございました。普通財産のまま賃貸借というような形でお貸しした場合に、

何か事故があったときの責任の所在ですとか、そういったことをしっかりお互いで、民民の契約

の中でそこまでうたえ込めるかというようなこともあろうかと思います。したがいまして、これ

が現実に進んでいくかというのは今からの協議になっていきますけれども、その過程の中で、そ

ういう形になるのであれば、条例化が必要にはなるのではないかというふうに考えております。 
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○委員（澤史朗） 

今すぐどうのこうのという話ではないので、将来的な話なので、そうなった場合には慎重に物

事を進めていただきたいなというふうに考えております。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑ございませんか。 

○委員（籠山恵美子） 

この収支計画ですけれども、そう大きな増加ではないけれども、それでもまあまあ積極的な収

支計画を立てておられて、この中にはつまり行政財産部分で運行していたものを全線やるという

機会もチャンスも増やしながら収入を増やしていくのかなと、ガッタンゴーは一番の収入源です

もんね。だから、そんなことでこうやって収支計画を積極的に立てておられるのかなと思います

けれども、ただ、いろいろな気候変動もあって災害も起きたりしたときに、行政財産でのいろい

ろな不具合があったら市と協議できますけど、その先、運行が頻繁になったときの災害補償とか、

何か事故が起きたときの保険の掛け具合とか、その辺りはもう考慮してのこの積極的な収支計画

ですか。 

●委員長（住田清美） 

  答弁を求めます。 

□神岡振興事務所長（洞口廣之） 

付属資料17ページに記載しております収支計画には、延長になった場合の収入等は見込んでお

られません。これは先ほど申し上げましたけれども、18ページで、目指すというふうに書かれて

おりますが、それを具体化して、この５年間の収支計画に盛り込むといったような計画まではい

ただいておりませんので、よろしくお願いたします。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はございませんか。 

○委員（高原邦子） 

旧漆山駅までは行政財産、ほかは普通財産ということで、そうしますと、あちらのほうも草刈

りとかいろいろな駅とか、私、ぼうぼうないろいろなところを見回っているんです。ああいった

ものは市が直接されているということなんですか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□神岡振興事務所長（洞口廣之） 

特に問題となりますのが、富山県に入ってからの猪谷です。鉄軌道の下、のり面になっていま

すが、下に民家が並んでおります。民間の方から上手の草がひどいのでということで、毎年連絡

をいただきますので、これは市のほうで草刈りの予算化をいたしまして、委託料という形で除草

作業を行っております。そのほか、ＮＰＯ法人が自主的に沿線の草刈りというのも、これは自主

的に市がお金を払うのではなくてやっていらっしゃる部分もございますが、基本的には民家等に

影響を及ぼすようなケースに関しましては、市の方でしっかり予算化をして対処しているという

ことでございます。 
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○委員（高原邦子） 

確認ですけど、そうしますと、富山県側で問題になっているところは、市は対処しているけど、

そうではない、後の旧漆山駅から旧茂住駅かあの辺までの草刈りとかというのは、神岡・町づく

りネットワークが自主的にというか、ボランティアという形でされているということで了承して

よろしいですか。 

□神岡振興事務所長（洞口廣之） 

基本的に使っていない部分、当然トンネルが多くてあまり草刈りをする場所もないんですけれ

ども、本当に人が使うようなところ以外については、ＮＰＯ法人のボランティアという形で自主

的にやられているということをお聞きしております。 

●委員長（住田清美） 

そのほか質疑はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

討論なしと認め、討論を終結し、これより採決をいたします。本案は原案のとおり可決すべき

ものとして報告することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決

定いたしました。 

 

◆休憩 

●委員長（住田清美） 

ここで職員入れ替えのため、暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前10時59分  再開 午前11時00分 ） 

 

◆再開 

●委員長（住田清美） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 
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◆議案第102号 飛騨市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

から 

議案第104号 飛騨市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条 

例について 

●委員長（住田清美） 

議案第102号、飛騨市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてから、議案第104

号、飛騨市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

までの３案件を、会議規則第96条の規定により一括して議題といたします。説明を求めます。 

□総務部長（谷尻孝之） 

議案第102号、飛騨市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げ

ます。付属資料61ページの要旨をご覧いただきたいと思います。 

まず、提案の理由でございます。人事院勧告に基づく給料表、寒冷地手当及び初任給調整手当

の額、期末手当・勤勉手当の支給月数の改定に伴うものでございます。 

次に、制定改廃の根拠等でございます。令和６年度の人事院勧告の骨子では、月例給で１万

1,183円、ボーナスで0.10か月の較差が認められることから、所要の改正を行うものでございま

す。 

次に、条例の概要となります。まず第１条として、人事院勧告に基づき給料表、寒冷地手当及

び初任給調整手当の額を改正し、令和６年４月１日に遡って適用するものでございます。次に、

第１条、第２条としまして、期末手当、勤勉手当の改正になりますが、同じく人事院勧告により

常勤職員の期末手当、勤勉手当の期別支給月数について改正するものでございます。改正月数は、

６月及び12月分を合わせて年間で0.1か月引き上げるものとなります。再任用職員につきまして

は0.05か月ということでございます。なお、配分につきましては、令和６年度は12月期で調整い

たしますが、令和７年度以降は６月期及び12月期に均等となるよう配分いたします。 

次ページをお願いいたします。改正の詳細につきましては、記載のとおりとなります。下段の

ほうにもあります。 

次に、市民への影響等は特にありません。 

次に、施行日でございます。第１条につきましては、公布の日、適用日は令和６年４月１日と

なります。次に、第２条につきましては令和７年４月１日となります。 

最後に備考でございます。人事院勧告によります影響額でございますが、9,903万3,000円、489

人分となりまして、ちなみに、こちらのほうは特別会計も合わせて全会計ということでございま

す。関連する予算につきましては、今議会に計上させていただいております。 

次に、議案第103号をお願いいたします。飛騨市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一

部を改正する条例について、ご説明申し上げます。こちらのほう、付属資料４ページの要旨をご

覧ください。 

まず、提案理由でございます。人事院勧告に基づく給料表及び期末手当の支給月数の改定に伴

う改正となります。 

次に、制定改廃の根拠等につきましては、先ほどの内容と同様でございますので省略させてい

ただきます。 
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次に、条例の概要でございます。まず（１）としまして、人事院勧告に基づき給料表を改正し、

令和６年４月１日に遡って適用するものでございます。次に（２）としまして、同じく人事院勧

告に基づき、一般職の任期付職員の期末手当の期別支給月数について改正するもので、12月期の

支給を0.05か月引き上げるものでございます。 

次に、市民への影響等は特にございません。 

次に、施行日でございますが、公布の日、適用日は令和６年４月１日となります。 

最後に、備考でございます。人事院勧告による影響額でございますが、28万円、１人となり、

関連する予算は今議会に計上させていただいております。 

次に、議案第104号をお願いいたします。議案第104号、飛騨市会計年度任用職員の給与等及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。付属資料７ページ

の要旨をご覧いただきたいと思います。 

まず、提案理由でございますが、会計年度任用職員の期末手当の支給に係る読み替え箇所の変

更に伴う改正でございます。 

次に、制定改廃の根拠等でございますが、市独自の改正となります。 

次に、条例の概要でございますが、期末手当に関する条文の改正でございます。会計年度任用

職員の期末手当の支給月数につきましては、飛騨市職員の給与に関する条例を準用しております。

現在の条文では、人事院勧告に基づき、飛騨市職員の給与に関する条例を改正するたびに、当該

条例の改正についても、必要となる読み替え規定となっておりますが、読み替えの箇所を改める

ことにより、当該条例の改正が不要となるよう改めるものでございます。こちらのほう、飛騨市

職員の給与に関する条例の第23条の４第２項というものを、今後、第23条の４第４項に読み替え

るものでございます。 

それによりまして、本改正後は、人事院勧告に基づく飛騨市職員の給与に関する条例が改正さ

れれば、会計年度任用職員の期末手当の支給月数についても、正職員と同様の人事院勧告の影響

を受けることとなります。なお、今回の人事院勧告では、正職員同様、支給月数が0.1か月引き上

げられるものでございます。あわせて、期末手当及び勤勉手当の基準日につきまして、同じ説明

文が条文の中に数か所出てくるものを改めるものでございます。 

次に、市民への影響等は特にございません。 

次に、施行日でございますが、公布の日となります。 

最後に、備考欄をお願いいたします。人事院勧告による影響額でございますが、9,490万5,000

円、こちら243人となります。関連する予算は、本議会に計上させていただいております。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（住田清美） 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（澤史朗） 

これに関して、結局、財源がどこからということになろうかと思うんですけれども。今回の場

合は、７月の交付税の査定で上振れした分を９月の補正で財政調整基金に積み替えて、それを利

用するというような形ですけれども、今回一般質問の中でも市長のほうからも再三再四この財源

について触れられておりましたけれども、こう見てくるとざっと一般職というか正職員と会計年



第 11回総務常任委員会 Ｒ６.12.９ 

 

 

 20 / 29 

 

度任用職員を合わせて約２億円の人件費が増となると。今年度の場合はどうにかやりくりできる

けれども、来年度以降これが交付税措置をどの程度されるのか全く見当のつかないところとなろ

うかと思うんですけれども、ここで今回この改定をするということは来年度以降もこの基準が続

くというふうな解釈ですけれども、その辺というのは、改めてお聞きすることになるかもしれま

せんけれども、そうなった場合に、今、来年度の予算編成の最初の段階かと思いますけれども、

どのような準備で行かれるようなお考えでしょうか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

ちょっとご説明しておきたいんですが、まず、今年度分は先日補正予算の国の発表の中で、追

加交付をするという話がございまして、おおむね国全体の金額から見ると、恐らくほぼ措置され

るのではないかという見通しになりました。そこにあと全体に至る経緯の話を申し上げておきま

すと、地方交付税というのはその年の人事院勧告の引き上げというのは今までもあるんですが、

先般自治財政局長に岐阜県市長会として、この件について要望に行ったんです。今年度分措置さ

れないと各自治体大変なことになるものですから、今年度分についてしっかり措置してほしいと、

来年度以降はもちろんなんですが、今年度についても措置してほしいという要望に行ったときに、

自治財政局長の言い方としては、おおむね５％ぐらいの振り幅というのが地方交付税というのが

あって、今まではその中でいろいろな諸経費の変動というのは吸収することになっていたと。な

ので、特段人事院の勧告で給与の引き上げがあっても、その分を特別に措置するということはや

ってこなかったんだけれども、今回は引き上げが非常に大きいので、地方からの要望も強いし何

かやらなければいけないと思っているという、11月の半ばの段階ではそういう回答でした。 

その後に今こういった引き上げという報告が出たんですが、報道等を見ますと世の中的には物

価が高騰するということは消費税が上がっていますし、法人の税収は好調ですし、給料が引き上

がっていくということで所得税が上がるので、当然交付税原資が上がってくるんですね。それに

よって原資があるという姿が結構見えてきたのかなという印象は持っております。 

問題は先ほどお尋ねになった来年の話なんですが、これについては先般一般質問のときも申し

上げたんですけども、この後、政府予算が決着をすると思います、今月の恐らく20日前後。その

時点の地方財政対策の中でどういう姿が出るかによります。ある程度人件費の措置が見込んだ金

額が出てくれば、上乗せになった分を見込んで当初予算を組めるということができると思うんで

すが、そこが曖昧だと満額見込んでいけるのかどうかということが出てくるということになりま

すし、ただ、これも慎重に行かなければいけないんですけど、交付税というのはその分、別財源

として用意されるわけではないので、算定の中に入ってくる格好ですから、満額その部分が今ま

でよりも上乗せしてくるという保証がないんですね。なので、ちょっと抑制的にいかないと危な

くてしょうがないと。 

自主財源が多い自治体というのはある程度強気に出ても税収も増えますしいいんですけども、

うちみたいな団体は交付税が来ないと一気にアウトなものですから、その意味では多分今までよ

りはちょっと多めに見込みながら財政調整基金を一旦取り崩して、また交付税措置がされれば積

み戻すような格好でやっていくしかないのかなというふうに思っていまして、水上委員の質問と



第 11回総務常任委員会 Ｒ６.12.９ 

 

 

 21 / 29 

 

きにもお答えしたんすが、ちょっとまだ今現在何とも言えないという状況ではあります。 

あともう１つは、物価が高騰していますので、今の予算要求でも何が上がったというよりも、

全部がちょっとずつ上がったものを市全体で積みますと何億円という金額になっているもので

すから、この辺りが交付税で見てくれるのかどうかというのは全くここは不透明なので、交付税

原資全体が増えた分をどのくらい配分してくれるかということをよく見極めてやっていきたい

ということでございます。いずれにしても、今年度分の人件費のこの２億円分については何とか

めどが立つかなという、そんな感じになっております。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はございませんか。 

○委員（高原邦子） 

確認なんですが、会計年度任用職員のところの条例の、毎回上げなくてもいいように変動にと

いうことなんです。それで、これというのは例えば一般職のほうが改正になれば、それに準じて

改正されていくというふうに捉えればいいわけですか。一般職のほうは数字出ますよね。そうな

れば、会計年度任用職員のほうもそれに従ってなっていくから、数字とかそういうのは載せない

と、いちいち上げなくてもいいという捉え方で説明を受け止めればよろしいでしょうか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□人事課長（今井進） 

職員のほうのものを準用して会計年度任用職員のほうの給与を支払うという形ですので、その

ような見込みのとおりで大丈夫です。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はございませんか。 

○委員（澤史朗） 

先ほどの説明で職員と会計年度任用職員、それぞれの金額が出ておりますけども、人数は正職

員のほうが多い、会計年度任用職員が少ないんですけども、これ１人当たり単純に割り算をする

と、会計年度任用職員のほうがかなり金額が大きいということは若年層というか若い方に、前回

もそうでしたけど、若い方に厚い手当てということで理解しておけばよろしいんでしょうか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□人事課長（今井進） 

飛騨市の場合は、正職員は１級から６級の給料表を使っております。１級、若い方のほうのベ

ースアップというのが非常に高くなっております。会計年度任用職員の給与のほうは１級のほう

の給料表を使っていますので、13％ぐらい上がっているような形になっております。 

○委員（籠山恵美子） 

市としては財政上本当に苦しいところだと思いますけど、職員も市民ですから少しでも実質賃

金を上げてもらわないと、結局飛騨市の経済を回すための購買力が生まれてこないということも

ありますので、私、これはもう反対するわけにはいかないなと思っていますけど、全国知事会な

んかでは、足りない交付税の不足分は臨時財政対策債でやってくれみたいなこと、それは絶対言
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ってくれるなということで、何か知事会の意思表明みたいなものを新聞で読みましたけれども、

臨時財政対策債でやっておきなさいなんていう動きもあるんですか。 

△市長（都竹淳也） 

お尋ねなのは今の103万円の壁の話に連動した話ですね。ただ、都道府県なんかは交付税の額が

少ないところがかなりありますし、市でも政令指定都市とか、あるいは中核市なんかは交付税が

ほとんどないところがあると交付税措置されないので、その分マイナスになってくると交付税対

象になるんですね。そうすると全体の交付税額が増えるものですから、交付税原資がないときは

臨時財政対策債を発行してでもやるべきだという議論は確かにないわけではないです。特に103

万円の壁の話がそこに密接に絡んでいて、それで地方財政が減ったときに国民民主党辺りでそう

いう話があったように報道では出ていましたけど、臨時財政対策債を発行すればいいんだと。し

かし、臨時財政対策債というのは本当に異例な話で、それに頼ってはいけないというのが本来の

在り方ですから、我々としては全国市長会の中でも、臨時財政対策債に頼るようなことではなく

て、交付税原資の割合をしっかり引き上げるべきであるというのが我々の主張として言っている

ということなので、今みたいな人件費の上がる部分を借金でというような話については市長会と

しては基本的に反対姿勢、ちゃんと交付税原資を増やしてくれよということを申し上げていると

ころでございます。 

○委員（高原邦子） 

よく分からないんですけど、今聞くと若いほうは手厚くなっていく。でも、そうじゃないとこ

ろと職員間でもいろいろな思惑というか、「ずっと頑張ってきても何。」と思うのが出てくるの

かなと、そこが心配なんですが。私は可処分所得が増えることを皆願っているわけで、その辺の

ことで、今、市長は103万円の壁の話を言っていて、地方自治体やら地方の首長やらみんながサー

ビスが悪くなりますよと言っているのは総務省の号令を聞いているのではないかとか、いろいろ

なことを言っていたんですけど、ただ、昨日いろいろアンケートを取ったら市民とか国民の多く

は実質の賃金が増えたほうがよくて、地域のサービスが少し低下してもそれはいいと。そういう

声もあるという中で、私、次年度の予算、今もう大体は決まっていらっしゃるかもしれませんけ

れど、いろいろな税収とか地方交付税が減っていくことを見込んでの中で、サービスを低下させ

ないように組んでもらいたいんだけど、駄目な場合もあるかなというところで、非常に皆さん頭

を悩ませていると思うんですけど、次年度に対して今どのように市長は思っていらっしゃいます

か。予算立てでこういったかかってくるものはかかってくるんだけど、その辺いかがですか。 

●委員長（住田清美） 

今の議題に上がっているところとちょっと外れるような気がしますが、関連した感じでお聞き

してよろしいでしょうか。 

△市長（都竹淳也） 

基本的には、飛騨市なんかは地方交付税に頼った予算体系になっていますから、地方交付税の

中には必要とされる経費はちゃんと見込んであって交付税措置されるというのが基本なので、そ

の意味では基本になるものがきちんと交付税で措置されれば、行政サービスを大幅に削り込んで

いくという必要はないんだろうなというふうに思うんですね。ただ、問題なのは国の胸先三寸だ

ということなんです。我々でそこがコントロールできないものですから、そのときにどういう財
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政運営をするか、予算編成をするかとなると、交付税の措置が今年はこれだけですよというのが

予算編成前に見えればいいんですけど、実際に交付税額が決まるのは７月なものですから、そう

すると冒険ができないんですよね。思い切って組んでみるかということができない。万が一、穴

が空いたときに、もう回収する方法がないということになるんですね。基金で組んでも基金使い

込んで終わりというようなことになってしまいかねない。そうなると、私は財政防衛モードと言

っていますけども、防衛体制を取って何があってもいい体制にしておいて、それでもし、きちん

と国が措置してくれて７月の交付税が来れば、そのときはその分をまた戻して使うとか、そうい

ったことをしていくことになるんだろうなと。だから、抑制的に予算を組むけど、世の中の動き

もあるし、交付税がどうなるかということを見て、それで財政運営をしていく。これは、この変

動期というのを、今まで30年くらい日本経済が経験していないものですから、飛騨市もこういう

ことをやらずにずっと済んできたんですけど、これを今やらなければいけないというのはこうい

う大きな経済変動期にあるときはしょうがないよなということです。 

今のこの議案に関してという連動で１つ申し上げると、そのときに人事院勧告で出た分を市が

独自に、もうこれは出せないから切り下げていくということでやるつもりは一切ありません。こ

れは一切ありません。少なくともそれは今の地域経済を回しているという側面もありますし、こ

れだけ人の雇用が厳しい中で優秀な人材を確保するためには、本当はもっと独自にでも引き上げ

たいくらいなんですが、ただ、そういうわけにもいきませんから、とにかく国全体で決まってく

るものについては満額しっかりと措置をしていくということになると思います。 

あと、年齢層の問題で申し上げると、これも今お話があったんですけど、若い層のほうが高い

とどうしても中高年齢層は不公平感を感じる、これはありますよ。私自身も、引き上げは30数年

ぶりですけど、30数年前、私も県職員時代に上司の人たちから「お前たちいいな。」と。「俺た

ちはほとんど上がらんのやが、お前たちはひどい上がっていいな。」ということを言われたこと

を思い出すんですけど、大きな人生の流れの中でそういうことはあるんだろうなというふうに思

いますので、これは若い人たちに措置するという国全体の流れを踏まえた方針ですから、これは

しっかりと決まったように措置していきたいということでございます。 

○委員（高原邦子） 

私が次に質問する人事院勧告をどう捉えるかと。上げるときは上げる、下げると言われてもど

うするのかということを聞きたかったので、私は質問したんですけれど、結局今の市長の答弁で

は、人事院勧告にはどんなときでも上げろというときは上げますよと。下げろというときも下げ

なかった市長がいらっしゃいましたので、幾ら人事院勧告が下げろと言っても職員のために下げ

なかったということもあるんですが、今回は上げるほうですが、下げるといった場合には市長は

どのような判断をされていくんでしょうか。 

△市長（都竹淳也） 

その場合は下げます。今までも下げてきました。これは国からも通知があって、基本的には人

事院勧告といいますか国の給与の改定に従ってやってくれということは通知もしっかり来ます

し、そういう流れでやっていますし、地方交付税もそれを前提として計算をされているというこ

ともありますから、これは官民給与、公民給与の格差を是正していくという措置として制度が成

り立っている以上、下がるときも下げていかざるを得ないなということですし、今までもそうし
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てきたということです。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論は議案番号を述べて行ってください。討論ありますか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

討論なしと認め、討論を終結し、これより採決をいたします。採決は個々に行います。 

最初に、議案第102号について採決します。本案は原案のとおり可決すべきものとして報告する

ことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決

定いたしました。 

次に、議案第103号について採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものとして報告す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決

定いたしました。 

次に、議案第104号について採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものとして報告す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決

定いたしました。 

 

◆議案第105号 飛騨市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

               から 

 議案第107号 飛騨市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正す 

               る条例について 

●委員長（住田清美） 

次に、議案第105号、飛騨市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

てから、議案第107号、飛騨市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例についてまでの３案件を、会議規則第96条の規定により一括して議題といたします。

説明を求めます。 
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□総務部長（谷尻孝之） 

それでは、議案第105号、飛騨市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

つきまして、ご説明申し上げます。付属資料５ページの要旨をご覧いただきたいと思います。 

まず、提案理由でございます。人事院勧告に基づきます期末手当の支給月数の改定に伴う改正

となります。 

次に、制定改廃の根拠等でございますが、国における特別職の給与については、「特別職の職

員の給与に関する法律」の規定により支給され、期末手当等については「一般職の職員の給与に

関する法律」の適用を受ける職員の例によります。月数の根拠等は、先ほどの説明と同様でござ

いますので省略させていただきます。 

次に、条例の概要でございます。国の特別職の例に準じ、一般職の期末手当の支給月数引き上

げに合わせ常勤の特別職職員の期末手当の支給月数を改正するものでございます。まず、第１条

関係としまして、本年12月期の支給月数を0.10か月分引き上げます。次に、第２条関係としまし

て、第１条の引き上げについて、令和７年度以降は６月期及び12月期の支給月数が均等となるよ

う配分するものでございます。 

次に、市民への影響等は特にありません。 

次に、施行日でございます。第１条については公布の日、適用日は令和６年12月１日となりま

す。次に、第２条については令和７年４月１日となります。 

最後に、備考でございます。人事院勧告による影響額は17万4,000円、２名となり、関連する予

算は今議会に計上させていただいております。 

次に、議案第106号、飛騨市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改

正する条例につきまして、ご説明申し上げます。こちらのほう、付属資料５ページの要旨をご覧

ください。 

まず、提案理由でございます。人事院勧告に基づく期末手当の支給月数の改定に伴う改正とな

ります。 

次に、制定改廃の根拠等でございますが、先ほどの特別職の説明と同様でございますので省略

させていただきます。 

次に、条例の概要でございますが、国の特別職の例に準じ、一般職の期末手当の支給月数引き

上げに合わせ教育長の期末手当の支給月数を改正するものでございます。まず、第１条関係とし

まして、本年12月期の支給月数を0.10か月分引き上げます。次に、第２条関係として、第１条の

引き上げにつきまして、令和７年度以降は６月期及び12月期の支給月数が均等となるよう配分す

るものでございます。 

次に、市民への影響等は特にございません。 

次に、施行日でございますが、第１条については公布の日、適用日は令和６年12月１日となり

ます。次に、第２条については、令和７年４月１日となります。 

最後に、備考でございます。人事院勧告による影響額は６万4,000円、１名となり、関連する予

算は今議会に計上させていただいております。 

次に、議案第107号、飛騨市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例についてご説明いたします。こちらのほう、付属資料５ページの要旨をご覧くださ
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い。 

まず、提案理由でございます。人事院勧告に基づく期末手当の支給月数の改定に伴う改正とな

ります。 

次に、制定改廃の根拠等ですが、こちらも先ほどの説明と同様でございますので省略させてい

ただきます。 

次に、条例の概要でございます。国の特別職の例に準じ、一般職の期末手当の支給月数引き上

げに合わせ議会議員の期末手当の支給月数を改正するものでございます。まず、第１条関係とし

まして、本年12月期の支給月数を0.10か月分引き上げます。次に、第２条関係として、第１条の

引き上げについて、令和７年度以降は６月期及び12月期の支給月数が均等となるよう配分するも

のでございます。 

次に、市民への影響等は特にございません。 

次に、施行日でございますが、第１条については公布の日、適用日は令和６年12月１日となり

ます。次に、第２条については令和７年４月１日となります。 

最後に、備考でございます。人事院勧告による影響額は42万3,000円、13人となり、関連する予

算は今議会に計上させていただいております。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（住田清美） 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（籠山恵美子） 

素朴な質問なんですけれども、議員も特別職ですから、議員の報酬は報酬審議会で決まるので、

人事院勧告が触れるのは期末手当なんだよということなんですか。 

●委員長（住田清美） 

答弁を求めます。 

□人事課長（今井進） 

委員おっしゃるとおりで、月額を変える場合は報酬審議会のほうの審議となります。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はございませんか。 

○委員（澤史朗） 

先ほど職員及び会計年度任用職員の給与改定に関する人事院勧告、それに伴って特別職のとい

うところで市長及び副市長、教育長、給与という形なんですけど、今、籠山委員もおっしゃった

ように議員の場合は報酬という形ですよね。今それが準ずるという形なんですけれども、市の考

え方として給与と報酬という扱いですよね。ですから、期末手当にしか反映しないということは

当然なんですけれども、そこのところを給与改定が人事院勧告であったから、報酬もそれに伴っ

て必然的に従うものだということで今回出てきていると思うんですけれども、それは当然という

ふうなお考えで臨まれているんでしょうか、確認させてください。 

△市長（都竹淳也） 

全国の自治体の中でいっぱいこの議論はあって、まず、期末手当についてはおおむね給与改定

の水準に合わせて改正しているところが多いのではないかというふうには感じています。ただ、
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その基本の報酬の額、ここについてはいろいろな議論があって、物価、人件費全体が上がってい

るんだから、連動して上げるべきではないかという議論をしている自治体もあるというふうに承

知していますし、議会の中でもそういった議論をしている議会もある。逆にそうではない、これ

は別の議論で決まる話なので、これは別だという議論もあるというふうに感じております。なの

で、期末手当については今までもずっと人事院勧告の水準に合わせてやってきましたから、特段

議論がなければこうして提案をさせていただいているということですが、報酬についてはまた別

途の議論なのかなということでございます。 

○委員（澤史朗） 

今市長おっしゃいましたけれども、職員の給与等は給料表という基づくものがありますよね。

あと、特別職の給与に関しても国における特別職の職員の給与に関する法律に準ずるというよう

な形で、それぞれの自治体でその額というのは決まってくると。だから、そこの裁量というのは

非常に各自治体に任されているわけであって、それを一般職と同じように準じて、今まであまり

気にしてこなかったんですけども、最近、そこに準ずるのは本当に正しいんでしょうかというベ

ースになるところが、基準があるようでないので、そこのところというのは再度聞くようなこと

になりますけれども、どのようなお考えなのかなということだけお聞かせいただければと思いま

す。 

△市長（都竹淳也） 

期末手当は報酬があってその何か月ということですから、そこの率を固定するという必要は私

はないというふうに思っているんですね。ただ、そのベースのところについては先ほど申し上げ

たように議論があるということなので、私自身、今時点で報酬審議会にこれを定義しようという

考え方を持っていないんです。私、特別職、市長とか副市長、教育長の給与にしてもすごく低い

とかすごく高いとかという議論をする必要のない水準ではないかなと。近隣市とか、平均的なと

ころを見たときに、この程度ではないかというふうに思っておりますので、特にそれを定義しよ

うという気持ちは持っていないんですが、これは議員報酬についても同じです。ただ、それは将

来、未来永劫固定でいくのかということではないので、その時々の情勢とか市内の経済状況とか

市民感情とか、いろいろなものを踏まえて引き上げもやむなしというようなことがあれば、それ

はまた報酬審議会にお諮りをするということであろうかというふうに思いますが、今現在そうい

った考え方を持ってない。期末手当については、それをベースにもともと国の全体の公務員給与

の体系の中で動いているように連動するというルールといいますか慣習で来ていますから、ここ

もそんなに、今、手を入れる必要はないのではないかなと思っております。 

ただ、議員報酬につきましては、これはまた我々が定義するというよりも、議会の中でご議論

をいただく部分も多かろうというふうに思いますので、これについてはまたいろいろ大いに議論

していただければいいし、我々も考えないわけではないですけども、まずは皆さんでお考えにな

っていただくことかなというふうに思います。 

○委員（澤史朗） 

先ほど、一般職の財源について、今年度の交付税で措置をされる見込みが出てきたというお話

でしたけれども、この特別職に関してのプラス部分もそこに含まれているという解釈でよろしい

でしょうか。 
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△市長（都竹淳也） 

交付税の算定の中で特別職の分がどう入っていたか記憶していないんですが、仮に入っていな

かったとしても全体とすると微々たるものですので、誤差の範囲で何とか飲み込めるんだろうな

というふうに思います。 

●委員長（住田清美） 

ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論は議案番号を述べて行ってください。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

討論なしと認め、討論を終結し、これより採決をいたします。採決は個々に行います。 

最初に、議案第105号について採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものとして報告

することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決

定いたしました。 

次に、議案第106号について採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものとして報告す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決

定いたしました。 

次に、議案第107号について採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものとして報告す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決

定いたしました。 

以上で、当委員会に付託されました案件の審査は終了いたしました。 

ここでお諮りいたします。ただいま議決しました12案件に対する委員会報告書の作成につきま

しては委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（住田清美） 

ご異議なしと認めます。よって、委員会報告書の作成については委員長に一任することに決し

ました。 
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◆閉会 

●委員長（住田清美） 

以上で、第11回総務常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

（ 閉会 午前11時43分 ） 
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